
浸透水噴出に係る生活環境影響調査結果（中間報告）について

１ 目的

竹の内産廃処分場に設置している観測井戸No.3及びNo.5（図-1参照）において発生してい

る浸透水噴出事象について，噴出水及び噴出ガスを分析し，生活環境保全上の支障の有無を

確認するもの。

２ 調査年月日

平成22年11月22日（月）

なお，平成22年9月17日（金）にも調査を実施したが，浸透水の噴出はなかった。

３ 噴出水及び噴出ガスの採取方法

図-2のとおり，観測井戸内に汲上げポンプを設置し，孔口に噴出水・噴出ガス採取装置を

取り付け，汲上げポンプを作動させることにより，刺激を与え，噴出水及び噴出ガスを採取

したもの。

４ 調査結果

別紙のとおり

今回の噴出したガスに含まれる硫化水素の濃度は，No.5において最大65ppmであったが，

その噴出量から推計すると，大気拡散により希釈され，敷地境界で悪臭防止法を準用した硫

化水素濃度の規制基準として示される濃度範囲の内最も低い濃度である0.02ppmを十分下回

るものと考えられる。

５ 今後の対応

噴出状況に変動があることも考えられることから，地域住民の安全・安心を確保するため，

今後とも調査を継続して行うこととする。

なお，当面の対応として，観測井戸No.3及びNo.5において吸引ポンプによりガスを吸引し,

活性炭を通過させて無害化した後に排出するガス処理設備を平成23年2月までに設置する予

定である。
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（図-2）噴出水・ガス採取装置

別紙 調査結果
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噴出水測定結果

注 噴出前は噴出する直前に採水した試料､噴出後は噴出後約3時間後に採水した試料について測定を実施した。

斜線部分は今回の測定時に欠測したもの。

噴出ガス測定結果

注 噴出前及び噴出後は観測井戸管頭下1m地点部分において測定したもの。噴出前は噴出水・ガス採取装置を設

置する前，噴出後は噴出後約２時間半後に測定したもの。斜線部分は今回の測定時に欠測したもの。


